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富田林市要綱第６９号 

 

○ 富田林市立図書館事務用貸出実施要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、市の執行機関を富田林市立図書館管理運営規則（昭和５１年教育委員会規則第１５

号。以下「規則」という。）第１３条第１項第２号に規定する団体と認め、同条第３項の規定により執行

機関の職員に事務用資料の貸出等を行うこと（以下「事務用貸出」という。）を定めるものとする。 

 （用語の定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１） 課 富田林市事務分掌条例施行規則（平成１２年富田林市規則第１３号）第１条第１項の表課

の欄に規定する課及び所、会計室設置規則（昭和３９年富田林市規則第１７号）第１条に規定す

る室、富田林市議会事務局条例（昭和３８年条例第２２号）第１条に規定する富田林市議会事務

局、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条の５の各項に規定する委員会のうち富田

林市に設置された委員会の事務局、富田林市立人権文化センター、富田林市立児童館、保育所条

例（昭和２９年条例第２３号）第１条に規定する保育所、富田林市上下水道部事務分掌規程（昭

和４４年水道事業管理規程第３号）第２条に規定する課、富田林市消防本部の組織に関する規則

（昭和４０年富田林市規則第４号）第５条に規定する課並びに富田林市消防署の組織に関する規

程（昭和４０年消防本部規程第１号）第５条に規定する消防署及び消防分署をいう。 

（２） 校園 富田林市立小学校及び中学校設置条例（昭和４１年富田林市条例第２７号）に規定する

小学校及び中学校並びに富田林市立幼稚園条例（昭和２６年富田林市条例第１１号）に規定する

園をいう。 

（３） 各課 課及び校園をいう。 

（４） 事務用資料 市の政策立案及び政策決定に必要又は参考となる図書、雑誌、白書その他の資料

及び市の業務遂行に必要な技能の習得に関する資料をいう。ただし、事務用資料には市職員の個

人的な趣味や嗜好に関する資料及び市の業務と関係が無いことが明らかな資料は除く。 

（事務用貸出券の発行及び管理） 

第３条 事務用資料の貸出を行うために、市立中央図書館の館長（以下「館長」という。）は、各課に対し

て事務用貸出券（以下「貸出券」という。）を発行することができる。 

２ 貸出券は市立中央図書館が管理し、各課には貸出券の番号及び事務用資料をインターネットを通じて

予約するために必要な初期パスワードを通知する。 

３ 各課の庶務担当係長（係長を置かない各課にあっては上席の職員。以下「各課管理者」という。）は、

前項の通知を受けた時は、富田林市立図書館（以下「図書館」という。）ウェブサイトにより初期パスワ

ードを速やかに変更し、貸出券番号とパスワードを厳正に管理するものとする。 

４ 各課において人事異動が生じた場合は、各課管理者は速やかにパスワードを変更するものとする。 

５ 各課管理者がパスワードを亡失した場合は、各課管理者は館長が定める初期パスワード申込書を提出

し、初期パスワードの再発行を求めることができる。 
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６ 機構改革等により各課の改廃及び名称変更が行われた場合は、館長は速やかに当該各課が事務用貸出

を利用するために必要な措置を講ずるものとする。 

（事務用貸出の手続き） 

第４条 各課管理者は、所属の職員が事務用資料の貸出を求めた場合は、貸出券番号とパスワードを当該

職員に通知しなければならない。 

２ 前項の通知を受けた職員は、図書館ウェブサイトを通じて事務用資料の検索・予約等を行うことがで

きる。 

３ 図書館は前項の通知を受けた職員の求めに対して、可能な限り速やかな事務用資料の提供に努める。

またそれが不可能な場合、遅滞なくその旨を各課管理者に伝えなければならない。 

４ 図書館は求められた事務用資料が準備できた場合は、当面の間文書管理主管課の管理する文書連絡箱

を使用し各課に事務用資料を提供する。 

５ 事務用資料の貸出数量及び期間は、団体貸出について定めるところによらず、事務用資料が準備でき

た日を起算日として、規則の個人貸出について定める当該条項の規定に従う。 

６ 各課は前項の貸出期間内に、当面の間文書管理主管課の管理する図書館の文書連絡箱に当該事務用資

料を返納しなければならない。 

７ 貸出禁止資料、未返納者に対する処理、資料の複写、損害の賠償等について各課は規則に定める当該

条項の規定に従う。ただし、複写に必要な経費の負担は事務用資料については原則として免除するもの

とする。 

８ 貸出中の資料を紛失又は損傷した時、各課管理者はその旨を直ちに館長に届出なければならない。 

（私的利用の禁止） 

第５条 各課管理者は、第１条に規定する事務用貸出の目的及び第２条第２号に規定する事務用資料の定

義に留意し、所属の職員が事務用資料以外の貸出を求めることがないよう努めなければならない。 

２ 館長は各課より予約された資料が、事務用資料にあたるか否かを判断することができる。当該資料が

事務用資料と認められない場合、館長は遅滞なくその旨を各課管理者に通知し、当該予約を取り消すこ

とができる。 

（その他） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、その他必要な事項は館長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成２０年４月 1日から施行する。 

附 則（平成３０年富田林市要綱第２６号） 

この要綱は、平成３０年５月１日から施行する。 

 

 

 


